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《特集 ロシア革命100年》 

 

ロシア革命の世界史的意義 

――社会権・民族自決・男女平等・８時間労働制―― 

 

杉  田   聡 

                                               

 

はじめに 

 

2017 年、ロシア革命から 100 年がたった。

1989 年以降の「社会主義国」の激変、ことに 1991

年のソ連崩壊を通じて、ロシア革命の意義を軽

視する風潮が見られるように思われる。私が見

る限り、フランス革命 200 年にあたる 1989 年

に、学会を含む各方面で示された高い関心と比

べると、いささか無関心が目立つように思われ

る。 

なるほど一定の出版物は出ているし、各種メ

ディアには、歴史的な事実としてこれをとりあ

げる姿勢も見られなくはない。だがどうにも違

和感が残る。メディアは一般にロシア革命を

「社会主義革命」と、つまり後の「社会主義」

国の流れと密接不離な革命と見てすます傾向

が大きいように思われる。それは誤りだとは言

えないとしても、はるかに重要なのは、ロシア

革命が、それまでにじょじょに進行してきた各

種の動きを、質的に、しかも決定的に高める作

用をはたした点である、と筆者は考える。少な

くともこの点を十分な視野におさめることな

しに、ロシア革命の世界史的な意義は論じられ

ないと確信する。 

 では、ロシア革命が質的にしかも決定的に高

めたものは何か。それはロシア革命が―― 

（１）  それまで、資本家・地主に搾取され、

官憲にとって弾圧の対象でしかなかった

労働者・貧農の利益を主張し、彼らの固有

の権利を宣言したこと、 

 

（２） よくても名目上 10 時間労働制が当た

り前だった時期に「８時間労働制」定着へ

の道を開き、ひいては国際労働機関（ILO）

設置へのつゆ払いをしたこと、 

（３） 民族自決権を机上の論理に終わらせず

に実質的な権利とする契機となり、非ヨー

ロッパの（半）植民地諸国・地域に、大き

な影響をもたらしたこと、 

（４） 女性参政権の保障が一挙に広がるきっ

かけを作り、また家族法に平等規定を導入

したこと、 

（５） 社会権を新しい人権として定着させる

大きな契機となったこと（直接にはヴァイ

マール憲法による社会権条項の充実につな

がった）、 

（６） 反戦・平和の思想を明確な形で広めた

こと、 

（７） 世界的に満足に疑われもせず存続した

（半）封建的な土地所有制に、大きな衝撃

を与えたこと。 

 本稿では以上７項目について論ずる。個々の

論点について論ずべきことははるかに多いが、

紙数の都合上概要を記すことができれば十分

としなければならない。 

 

１ 勤労被搾取人民の権利宣言 

 

 ロシア革命を論ずる際、まず注目すべきは、

革命政府が発した｢勤労被搾取人民の権利宣

言｣（以下「権利宣言」）である。 
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19 世紀、隷農や労働者は社会の外の存在にす

ぎなかった。言いかえれば、彼らのほとんどは

貴族・市民・農民という身分制的秩序のなかに

さえ位置づけられていなかった。彼らは、「第四

階級」でさえなかった。 

なるほど彼らは、ブルジョア階級の成長とと

もに、使用者と「対等な法的主体」と認められ

たが、これによって、それまでの「家父長的支

配に伴う保護を失って契約により苛酷な労働

を強制される」ことになった（村上 157）。労働

者を飢餓線ぎりぎりの状態で働かせること、す

なわち徹底して搾取することは、法的・道徳的

になんら問題とされなかったばかりか、これに

抗する労働者の団結・ストライキは犯罪的行為

と解されて、権力による弾圧の対象となった。

宣言はこの苛酷な現実を、明確に彼らに対する

人権侵害と見た。 

 同宣言は主張する。「第３回全ロシア労働者・

兵士および農民代議員ソヴィエト大会は、人間

による人間のあらゆる搾取の廃止、階級への社

会の分裂の完全な廃止……を基本的な任務と

（する）」（高木 277）、と。歴史的に見て、人間

による人間に対する搾取の廃止を公然と主張

する権力・国家が生まれたという事実は、画期

的である。従来、労働者――「勤労被搾取人民」

において第一に考えられているのはこれであ

る――側からのその種の主張は、なるほどあっ

た。だがその被搾取者が確たる形で「権利宣言」

の対象とされ、しかもその宣言にもとづいた権

力・国家が実際に生まれたのは、「パリ・コミュ

ーン」による一時的な権力奪取の場合をのぞけ

ば、未曽有のことであった。 

 当時の労働者に対する苛酷な取扱いの実態

は、オーウェン『自叙伝』、エンゲルス『イギリ

スにおける労働者階級の状態』、マルクス『資本

論』第８章「労働日」等で見ることができる。

それ以前の前近代的な家内工業・経済から、利

潤獲得を目的とするマニュファクチュア（工場

制手工業）が、したがって資本主義的生産様式

が発生したことは、勤労者（前近代都市におい

ては中小工房の職人・徒弟）の生活を激変させず

におかなかった。ことに、18 世紀後半の産業革

命（これによって多かれ少なかれ機械制大工業へ

の道が引かれた）と結びついたそれが、19 世紀

を通じてヨーロッパを席巻し、それを通じて利

潤獲得動機が容赦なく労働者の生活・生命を破

壊するまでいたった。（そしてもちろん資本の原

始的蓄積の過程が、つまりおびただしい量の貧農

が農地を失い長い時間をかけて都市労働者へと

転換する歴史があった）。 

 だが、そうした状況に対する労働者側の運動

は、工場制大工業はおろかマニュファクチュア

の時代においてさえ、権力と癒着した工場主・

資本主の力によって弾圧の対象となった。イギ

リスでは、労働組合運動は、「コモン・ローの共

謀罪の法理によって抑圧されていた」（萩沢 17）

というが、1799 年には団結禁止法が制定されて

いる。1824 年にその撤廃を宣言した法が制定さ

れたものの（萩沢 27）、以降にかえって運動を

非合法扱いする傾向が公然化したという（藤木

6）。後述するように、その後も世紀を通じて労

働者の苦難の歴史が続く。 

 そうした現実を踏まえたとき、ロシア革命政

府が出した「権利宣言」は、1789 年の「人と市

民の権利宣言」に匹敵する内容を含んでいる、

と言わなければならない。いや、それは後者を

超える。前者は、「植民地と小国の勤労者に対す

るブルジョア文明の野蛮な政策との袂別と民

族自決権を宣言し（た）」（高木 276）からである。 

なるほどここで宣言されたのは「勤労被搾取

人民」の権利であり、この宣言のうちには、実

質的に「搾取者」の権利の否認が含まれている。

だから、少なくない憲法学者によって、同宣言

の反時代性が問題にされてきた事実もある（宮

沢 44）。そうした歴史的な制約は、確かに問わ

れうる。だが、19 世紀に顕著になった労働者に

対する苛酷な搾取の現実を思えば、あたかもフ

ランス革命において「第三階級」が特権階級の

特権の根絶をはかったのと同じ志向をみるこ

ともできる。 
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違いがあるとすれば、フランス革命期におい

ては、「人の権利」（人権）の主体たる「人（人

間）」のうちから、実質的に――勤労者が排除さ

れたのと同様に――「第二、第三階級」も排除

されたにもかかわらず、普遍的な概念であるは

ずの「人間」が用いられた点である。一方「権

利宣言」においてはもはやそうした欺瞞的な

「人間」は使われず、むしろ意図的に「勤労被

搾取人民」の権利の擁護と、搾取者の権利＝特

権の制限を主張しなければならなかった。だが、

それが人=勤労者に対する苛酷な搾取の根絶を

図ろうとした限り、そこに、「人権の尊厳を中心

におく人権の意味」の継承を見ることは可能で

ある（小林 256）。(１) 

 

２ ８時間労働制 

 

 搾取を根絶する方法は多様である。「権利宣

言」は「搾取者に対する容赦のない抑圧」、「社

会主義的な社会組織の確立」等をその手段とし

て上げるが（高木 277）、本項では「8 時間労働

制」をとりあげる。 

 労働日が８時間であろうが、剰余価値生産を

担わされる限り労働者は「搾取」されるのだが、

それでも８時間労働制の実現は万国の労働者

の悲願だった。当時、世界的に見て、10~11 時

間労働がふつうであったが、さらなる労働時間

短縮を宣言し、８時間労働制を制定することで

世界的な体制を塗り替えたのが、ロシア革命で

ある。 

 

(１) 労働時間をめぐる労働者の闘い 

 

前節（１）で、イギリス労働者の闘いの歴史

にごく簡単にふれた。 

その後イギリスでは 10 時間労働制の要求が

強められたが、1833 年に、工場法制定を通じて

工場監督官制度が導入されたものの、一定の労

働者保護が実現するにとどまった（萩沢 17）。

これをきっかけにして、成人男性の普通選挙制

獲得を主としたチャーチスト運動の憲章中に

10 時間労働制が含められることになる。そして

1844 年に一定の法改定を実現し、1847 年に初

めて 10 時間労働制が施行されている。だが法

の抜け穴があり、実際に 10 時間労働制が青年

男子にとって標準となるのは、1850 年法および

1853 年法によってであるという（萩沢 18-9）。 

もちろん以上は単なる法律上の条文の話で

ある。例えば 10 時間労働制が施行されている

さ中、イギリスにおいて「男子の労働時間を 1

日 18 時間に制限することを請願するための公

の集会」が開かれている様が『資本論』で紹介

されているが（M23-317 以下）それが、資本に

よる一方的な支配構造（ブルジョアジー独裁）が

維持される限り――どんな法律上の外見があ

ろうと――もたらされる現実である。 

その後、労働密度・作業速度の高まりにつれ

て８時間労働制が労働者側の要求の焦点とな

るが、それは、２次のインターナショナル

（1864~76 年, 1889~1914 年）、特に第２のそれを

通じて、世界的な労働運動の目標となった（第

２インターは、1886 年の米でのゼネストを踏まえ

て 5 月 1 日を 8 時間労働制実現のための記念日＝

メーデーとした）。 

だが 20 世紀に入った時点で、主要諸国のほ

とんどではようやく 10 時間労働制（ただししょ

せんは法制上のことにすぎない）が普及したに

すぎなかった（萩沢 18~9）。ロシアでは、19 世

紀末、ペテルブルクでの大ストライキの結果、

標準労働日を 11 時間半に制限する新工場法が

制定されただけだった（中野 64）。 

けれども、「アメリカにおける８時間労働要

求運動がメーデーとともにその運動の世界的

な展開を推進したとすれば、実質的には 8 時間

労働制に基礎を築いたのは 1918 年のソヴェト

革命……であった」（萩沢 21）。 

 

(２) ロシア革命と 8 時間労働制 

 

ロシア革命政府は、10 月革命成功の後、ほと
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んど時をおかずに「８時間労働についての布告」

を発している（中野 226, 森岡 4）。労働時間問題

の研究者として知られた藤木武は、革命政府が

推進した８時間労働制は「国際的に強い影響を

及ぼし、世界における８時間労働運動を一層強

めることとなった」、と記している（藤木 13）。 

また同研究者たる荻沢清彦は、藤木と同様の

見解を示したうえで、1918~19 年にこれを採用

した国々を列挙している。ドイツ、フランス、

オーストリア、スェーデン、ノルウェー、チェ

コスロヴァキア、フィンランド、ユーゴスラヴ

ィア等がそれである（荻沢 21）。まだ 10 時間労

働制さえ満足に実現していなかった当時の状

況下で、立法上の規定とはいえ、８時間労働制

がこれだけ多くの国々によって採用されたこ

とは、歴史的な事件と言わなければならない。 

そして、上記の国々がこれを採用した事実と

相伴うようにして、1919 年に国際労働機関 ILO

が創設され、直ちに総会が開かれた（次項）。 

 

(３) パリ講和会議と国際労働機関（ILO） 

 

当時の米大統領ウィルソンは、「14 か条の平

和原則」（1918 年１月公表、以下「14 か条」）の

提唱者として名を残している。そこで表明され

た民族自決権の承認がおそらく最も有名だが

（後述）、同平和原則でウィルソンは、対独講和

パリ会議において、国際連盟の創設――これは

ドイツ封じ込めを目的としたものである――

を打ち出すのみならず、意外なことだが、８時

間労働への規制を盛り込もうとしていた（牧野

107）。それはおそらく、敗戦を通じてドイツで、

またその他の諸国で、ボリシェヴィキ革命がお

こることを恐れたためである。 

実際は、第１回講話予備会議でこの問題を切

りだしたのは英首相だったようである。「合衆

国側は労働規制の問題についての準備がほと

んどなかった」ようだと、政治史家・牧野雅彦

は記す（牧野 107）。あるいは予備会談の３日前

までにスパルタクス団の蜂起は鎮圧されてお

り、ウィルソンはドイツの革命的情勢は去った

と見ていたのかもしれない。 

だが、ヨーロッパ諸国の、いや同諸国によっ

て植民地化されたアジアその他の国々の情勢

は緊迫しており、結局はそうした情勢にもとづ

く激震が走るのを、ウィルソンを含む講和全権

は恐れたのであろう。講和会議では確かに労働

者の社会的解放（８時間労働制を含む）が議論さ

れており、ドイツの外相ブロックドルフ自身、

これを英米同様に、「ボリシェヴィキへの対抗

という側面」で論じようとした様子がうかがえ

るからである（牧野 106~7）。 

さて、講和会議でウィルソンによる国際連盟

創設の提案が受け入れられたばかりか、その姉

妹機関として「国際労働機関」ILO が作られる

ことになる。ILO は早くも 1919 年に活動を開

始し、同年、第１回総会は「工業的企業におけ

る労働時間を１日８時間、１週 48 時間に制限

する条約」を採択することになる（第１号条約）。

こうした素早い動きを見るかぎり (２)、８時間労

働制そのものと同時に、労働条件改善を任務と

する機関の創設は、ロシア革命がもたらした間

接的な効果（欧州にとってボリシェヴィキ革命

を防がなければならないという意味での）と判断

しなければならない。 

なるほど、敗戦後に臨時政府（首班は SPD エ

ーベルト）が示した８時間労働制導入へ向けた

動き（1918 年 11 月布告）が直接的な影響を与え

た可能性はある。だがこうした動き自体、ロシ

ア革命の影響下に成立したのではなかったか。

後述する通り、SPD の体制内化は完了していた

からである。 

 

３ 民族自決権および特にアジア諸国への

その影響 

 

前記のように、第一次大戦末期、ウィルソン

は「14 か条」によって民族自決権を提唱し、そ

の後の世界に大きな影響を与えた。そもそも第

一次大戦が民族問題を発火点として開始され



 138 

た以上、それはある意味で当然とも言えるが、

だがその淵源はむしろロシア革命政府の「平和

に関する布告」（新暦 1917 年 11 月 18 日）にあ

る。これは、帝政ロシアを含む交戦諸列強が版

図にした国々・地域の独立と、支配した他民族

（少数民族を含む）の解放を無条件で認めてい

る。レーニンにとって帝国主義の克服のために

は、覚醒しつつある諸民族の後おしが不可欠で

あった。 

なるほど民族自決は、第二インター・ロンド

ン大会（1896 年）で決定された「国際社会民主

主義運動の目的」（L20-460）だったにせよ、一

国の政府がこれを明確に提示したという事実

のもつ意味は大きい。 

 

(１) 無併合・無賠償・民族自決 

 

そもそも、民族自決は、即時講和をめざした

「無併合・無賠償」と対になって出されいる。

だがそれは、単に講和のための戦術ではなく、

講和自体がめざすべき目的に属する。すなわち、

めざされるべき帝国主義の廃棄と民族自決と

は、本質的に同義であった。 

「無併合・無賠償・民族自決」の要求は、「２

月革命」の直後に、ペトログラード・ソヴィエ

トにおいて、講和原則として出された（広瀬

102）。それは、同革命によって成立したケレン

スキー内閣が、ロシア民衆の期待に反して、同

盟国に対する戦争継続を宣言した（江口 133）

からである。そして 1917 年 3 月 14 日（新暦３

月 27 日）、「無併合・無賠償・民族自決」の要求

が、労兵ソヴィエト（会議・評議会）の宣言「全

世界の諸国民へ」において（和田 42）なされた。 

そして前記「平和に関する布告」が、10 月革

命ののろしとなる 1917 年 10 月 25 日（新暦 11

月７日）の蜂起と同時に開かれたソヴィエト第

２回大会において、発せられたのである。この

事実は、10 月革命が平和・戦争終結へ向けた民

衆の強い要求を背景に行われたことを、強く暗

示している（後述）。 

こうして民族自決権の要求は、ロシア革命と

密接不離につながっている。「フランス革命の

権利の宣言が植民地を考慮にいれていないの

にひきかえ、ロシア革命の権利の宣言は、植民

地……に対するブルジョア文明の野蛮な政策

との袂別と民族自決権を宣言し（た）」（高木

276）、と特徴づけることができる。 

 

(２) 「14 か条」の限界 

 

一方、ウィルソンの「14 か条」は民族自決権

を認めた文書として名高いが、そこでは、民族

自決権を全面的に承認したロシア革命政府に

よる「平和に関する布告」と異なり、民族自決

権をむしろ、「同盟国の領土」に限定せんとする

意図が働いていた。実際、その第 10 条、第 12~13

条に見るように、民族自決の適用範囲は、ドイ

ツ、オーストリア・ハンガリー、トルコに限定

されていたことが明らかである。 

つまり連合国――ただし対独単独講和を結

んだロシアはのぞく――は、自らの従属下にあ

る国々・地域（インド・フィリピン・仏領インド

シナ・朝鮮等）の独立は一切考えていない。そ

れどころか、「委任統治」という名による新たな

植民地化も実行された（パレスチナ・イラク・シ

リア・南洋諸島等）。 

その限り、ウィルソンによる民族自決権擁護

は欺瞞的である。レーニンは、大戦さなかの

1915 年、「現在の戦争でブルジョアジーが人民

をだましている嘘のなかで、一番広まっている

のは、戦争の略奪的目的を『民族解放』という

イデオロギーで覆い隠すことである」、と記し

ていた（L21-323）。帝国主義に邁進して世界分

割をはかろうとするブルジョアジーの本質を、

レーニンは見抜いている。だからこそボリシェ

ヴィキは、ウィルソンの「14 か条」公表（1918

年 1 月）に先立つ時期（1917 年 12 月）に、連合

国に向けた声明で、「敵国の植民地民族に自決

権を与える一方で、自国の植民地民族にこれを

与えないのは帝国主義を擁護するに等しい」、
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と厳しく批判したのである（小野 139）。 

同時に「14 か条」が、世界の諸民族、しかも

異なるカテゴリーに属する民族を十把一から

げに論じ、列強を構成する抑圧民族、列強内の

被圧迫少数民族、そして列強により支配されあ

るいは（半）植民地的な状態におかれたアジア

諸国（インド、中国等）の被抑圧民族を，何ら区

別して論じようとしていなかった点が、注目さ

れなければならない。こうした姿勢は、レーニ

ンの批判的な視座を免れることはできない（デ

ーヴィス 349）。(３) 

 

（３） アジア諸国の独立運動とロシア革命 

――ロシア国内の他民族/外国人 

 

また、「平和に関する布告」とともに「ロシア

諸民族の権利宣言」も、民族問題にとって、き

わめて重要である（新暦 1917 年 11 月 11 日）。

これまで本稿では、「民族自決」を漠然と、列強

により植民化され支配された諸民族を念頭に

置きつつ記してきたが、自決が権利として認め

られるべき民族は、ロシア国内にも少なからず

いた。レーニンにとって国外の民族問題ととも

にロシア国内の民族問題も、帝国主義廃棄のた

めに不可欠である。同宣言では、「ロシアの諸民

族の平等と主権」、「分離と独立国家の結成をふ

くむロシアの諸民族の自由な自決権」が承認さ

れている（高木 274）。(４) 

これとの関連で、1918 年のソヴィエト憲法

（以下「18 年憲法」）が国内に居住する外国人に

対してさえ、ロシア市民と同様の「政治的権利」

――ここには選挙権・被選挙権が含まれる（第

64 条注２）――や国籍を得る権利を保障してい

る（第 20 条）事実は注目に値する。2017 年現

在、日本ではいまだに特別永住外国人（事実上

そのほとんどは在日コリアン）にさえ選挙権・被

選挙権が与えられていない事実を思うと、この

歴然たる落差に忸怩たる思いを禁じえない。 

 

(４) 無併合・無賠償原則とその世界史的影響 

 

無併合・無賠償原則についても論ずる必要が

ある。この原則は、ロシア側の敗戦が色濃いと

いう事情から出された方針ではない。前記のよ

うに、それはすでに２月革命の直後に、示され

ていた。 

実はこの後（1917 年４月）、SPD の執行部は、

「国内の民主的改革を要求するばかりでなく、

ロシア労兵協議会の『無併合、無賠償による和

解の講和』の要求を支持する決議を採択した」

という（安 248）。ペトログラード・ソヴィエト

の要求は同年３月（新暦）に出されたが、SPD

はそれに機敏に反応していたことになる。だが、

その理由は、必ずしもロシアと同様の、国民の

厭戦気分・国民への多大な被害を念頭に置いた

もの、つまり反戦・平和実現に発したものでは

なかった。むしろ 1917 年４月には、同年２月

に再開された「無制限潜水艦作戦」が失敗に帰

したのみか、作戦再開のためにアメリカの参戦

をも誘発してしまい、戦況が「ドイツ側にとっ

てほとんど絶望的となった」ことと、関係があ

る（安 248）。ブレスト・リトヴスクでの講和交

渉（1917 年 12 月）の時期に、SPD が、ことにウ

クライナでの赤軍の劣勢を意識して、「無併合・

無賠償」支持の決議に水をさし始めた（安 251）

のは、そのためである。 

時局によって変わる SPD のこうした対応と

比較たとき、ボリシェヴィキから出された無併

合・無賠償原則の重要性は、やはり特筆に値す

ることであろう。 

なお、ロシア革命政府の努力にもかかわらず、

無併合・無賠償自体は第一次大戦後の平和原則

とはならなかったが、これはその後の国際法の

流れから見て決定的に重要な原則となったこ

とは、確認しておきたい。 

第一次大戦後、ドイツは植民地をことごとく

連合国側に併合されたのみならず、形容する言

葉もないほどに苛酷な賠償を求められたため

に、経済が完全に破たんするにいたった。この

時ドイツ国民が経験したハイパーインフレは、
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全く空前絶後であった。後にナチがドイツの権

力を握る遠因がここにあるわけだが、この時の

ドイツの経験から、そもそも併合・賠償が次の

世界大戦を準備する危険性をはらむ現実を知

ったからこそ、第二次大戦後に例えばアジア諸

国の多くは、日本への賠償請求を放棄したので

ある。 

もちろん多大な被害を受けた国々が、無賠償

原則を容易に受け入れたのではない。かなりの

苦汁を飲んだ結果だったと思うが、それだけに

対日講和会議の場でスリランカ全権が、「実に

この世においては、怨みに報いるに怨みをもっ

てしたならば、ついに怨みのやむことがない。

怨みを捨ててこそやむ」という、原始仏典『ダ

ンマ・パダ』（真理のことば）でのブッダの言葉

を用いて対日賠償請求権を放棄した事実に、私

は深い感動をおぼえる。なお、日本がその後、

スリランカを含むアジア諸国に対して ODA を

拠出したという事実はあるが、これは絶対的な

責任を伴う戦後賠償とは本質的に異なる。 

 

４ 女性参政権・家族法における平等規定 

 

次に、ロシア革命が当時の世界にもたらした

大きな影響の一として、男女平等の推進をあげ

なければならない。これはレーニン率いるロシ

ア革命政府が、何よりも優先的に取り組んだ政

策である。 

 

(１) 女性参政権 

 

革命政府は、男女の平等を早くから最重要課

題と見なしてきたが、「18 年憲法」において 18

歳以上の女性の参政権（選挙権・被選挙権）を認

めた。女性参政権運動が世界的に広まったのは、

1870~80 年代である。参政権は米西部のいくつ

かの州では 1890 年代より獲得されつつあった

が、国家レベルそれが獲得されたのは、欧州か

ら遠く離れたニュージーランド（1893 年）、オ

ーストラリア（1902 年）、そして欧州の「辺境」

に位置するフィンランド（1906 年）、ノルウェ

ー（1913 年）においてであった。(５) 

だがロシアでは、1918 年に女性参政権が保障

された（ノ社 74）。そのため欧米「先進諸国」に

激震が走った。ドイツ、アメリカ、カナダ・イ

ギリス（ただしイギリスは一部に制限がおかれ完

全な女性参政権が認められたのは 1928年である）

等が女性参政権を直ちに承認した。女性参政権

の承認は、ロシア革命政府にとっては社会主義

建設のための意味があったのであろうが、それ

自体は自由主義的な政策の域をでない。だが、

140 年も前に自由主義的な人権を高らかに宣言

したフランスでは、女性参政権承認まで、その

後さら四半世紀も待たなければならなかった

のである（その承認は 1943 年、日本ではさらに

遅れて 1947 年）。 

参政権は選挙権と被選挙権を含むが、前者の

みを参政権と呼ぶ場合がある。ロシアでの女性

参政権は両者を含むが、レーニンが選挙権のみ

か被選挙権の重要性を指摘していた事実は重

要である。彼は、「党員および非党員の女性労働

者をもっと多くソヴィエトに選出しよう」、「女

性労働者をモスクワ・ソヴィエトに選出せよ」

と論じていた（L30-383）。それを通じて、生活

における実質的な男女平等（後述）を確立せん

としたのである。 

 

（２） 家族法における平等規定 

 

またロシア革命政府の政策で重要なのは、家

族法における男女平等を推進した事実である。

革命政府は、1917 年末、男女関係に関わる２つ

の布告を出している。「離婚に関する布告」なら

びに「民事婚、子どもおよび身分登録簿に関す

る布告」がそれである。加えて翌年には、早く

も家族法典を制定している（河本 188,藤田 13）。 

これらの布告・法典において先進的な事柄は

いろいろあるが、最も特徴的かつ先進的なのは、

婚姻・離婚の完全な自由化と、対子どもおよび

家族関係における男女の全面的平等化であろ
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う。従来、母には子どもに対する親権が認めら

れなかった場合が非常に多い。フランス革命後

にグージュが、「人と市民の権利宣言」に代える

に「女性と女性市民の権利宣言」を書いて、思

想および意見の自由な伝達を女性の最も貴重

な権利の一つと宣言し、「すべての女性市民は

……自由に、自分があなたの子の母親であると

言うことができる」（辻村 53）と主張したのは、

親権問題と深い関係がある。離婚と同時に親権

が女性（母）に認められない限り、婚姻生活に

破綻した女性はわが子とともに家出をする以

外手立てはないが、だが実際にそうした場合、

「夫の子」に対する誘拐の罪に問われてしまう

のである（日本でも旧民法下では同様であった。

この種の規定が改正されたのは実に 1946 年であ

る）。ロシア革命は、これを廃した。 

またロシア革命の意義は、日本の家族法の歴

史を踏まえれば、婚姻による子どもと「婚外子」

との差別を廃止したことである（藤田 13）。婚

外子差別を少なくない先進国は解消する努力

を続けてきたが、日本でそれを解消した――た

だし相続上のそれのみ――のは、やっと 2013年

末である。 

 

（３） 労働能力のない配偶者の扶養義務化 

 

さらにロシア革命の遺産として重要なのは、

離婚配偶者を含め、総じて労働能力のない配偶

者に対する夫の扶養義務を明確化し、さらに

「父親に対して子どもの扶養料の請求訴訟を

起こす女性の権利」（L30-28）を認めたことであ

る。 

特に重要なのは、離婚後の扶養義務化である。

後述するように、「離婚の自由」がいかに法的・

抽象的に認められたとしても（これ自体画期的

なことであった）、離婚後に女性・子が貧困に陥

る可能性が高ければ、いかに婚姻継続が困難で

あろうとも女性は離婚に踏み込むことはでき

ないであろう。とすれば、「離婚の自由」を単に

抽象的なままにとどめず実質的な規定とする

ためには、離婚後の女性と子に対する公的機関

の支援が、あるいは父親に扶養を強いる公的機

関の介入が不可欠であることになる。 

もっとも、こうした法典の実現は容易に進ま

なかったようである。レーニン自身、都市・工

業地帯では「婚姻の完全な自由を定めた法律が

根をおろして始めているが、農村では、それが

空文にすぎないことがしばしばある」と認め、

農村で婚姻を支配しているのは「教会結婚」で

あると指摘している（L28-187）。従来、離婚も

含めた婚姻関係の手続きは、教会を介さずには

あり得なかった（大原 138, 河本 190）。宗教が民

衆にとってアヘンであるというのはただの抽

象論ではなく、少なくとも当時のロシアにあっ

ては、教会は女性の社会的な隷従を生む巨大な

勢力と認識されたのである。 

またレーニンは法律上の地位改善と実生活

上のそれ（L30-382）、もしくは形式的平等と経

済的・社会的平等（L30-423）との違いをよく認

識している。後者の実現のためには、婚姻その

他に関する法律を変えるだけではなく、女性が

「公共企業の管理や国家の行政にますます多

く参加することが必要である」と、レーニンは

主張する（L30-382）。これは、日本では現在で

さえ（地域によってはヨーロッパ諸国でも）満足

に実現されていない事実を思えば、きわめて先

進的な主張であった。 

 

(４) レーニンの議論に欠けたもの 

 

ただしレーニンが、この実生活上の地位改善

を図るために、言いかえれば女性の「『家内奴隷

制』からの解放」を図るために「こまごました

個々の家計を大規模な社会主義経済に移行さ

せる」こと（L32-168）、あるいは女性を家事か

ら解放するための「模範施設」――「〔公共〕食

堂や託児所」、「幼稚園」（L30-31, L29-434）等―

―の建設の必要を説いてそれでよしと考えた

点は、問題が大きい。これは、エンゲルスが『家

族・私有財産および国家の起源』のなかで女性
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解放を展望したときに犯した誤りと同じであ

る（次項）。 

どんなに「大規模な社会主義経済」が成立し

たとしても、日々に行わなければならない家事

（しばしば育児を含めて、以下同じ）の負担が解

消することは決してありえず、したがって前記

の社会主義経済も、それらすべてを吸収するこ

とはできない。だとすれば女性は、日々に一定

量の、だが少なくない家事に時間を割かざるを

えない。 

ここで重要なのは、女性の役割に関する社会

意識の変革である。つまり、レーニンが「奴隷

労働」だという家事労働に対する男女の共同が、

つまり家事労働は婚姻あるいは事実婚の関係

を結んだ男女双方に等しく課せられた営みで

あるとの認識が伴わない限り、女性が「家内奴

隷制」から十全に解放されることはありえない。

レーニンは「社会主義経済」の実現を展望した

が、それだけでは、「女性が家事に従事している

かぎり、女性の地位はあいかわらず圧迫されて

いる」（L30-30）という厳しい現実を変えること

はできない。(６) 

なお、実際ソヴィエトにおいてそれがどれだ

け困難を伴かったかについては、トロツキーの

一文を見るだけでも明らかであろう（トロツキ

ー186 以下）。ロシアにおいて、テルミドールの

反動は、来るべくして来た。残念だが離婚規定

についても同様である。 

 

(５) 女性の経済的自立 

 

なお、「女性の解放、〔つまり〕女性を男性と

対等の地位におくこと」（E21-62）は、女性が何

よりも男性への経済的な依存を断ち切って、経

済的・社会的に独立することを不可欠的要件と

する。以上のような、婚姻・離婚その他に関す

る新しい法の制定と同時に、女性の経済的自立

を可能にする制度が構築されなければならな

い。 

そのための――そして当時の「戦時共産主義」

体制下で、可能なかぎり早く「社会主義」経済

の道を実現するために――工業分野における

女性の労働力化が求められたのであるが、同時

に農業においてそれを可能にするために、「土

地に関する布告」が大きな意味を持ったと判断

できる。土地の配分にさいして、「性別を問わず

農耕に従事しうる家族員の数に応じて平等に

分けることを原則とした」ことで、農民家族に

おいて「女性の隷属的状態を支えていた経済的

基礎の解体」が促進されたのである（大原 140）。 

 

５ 社会権/生存権の制度化 

 

ロシア革命が有した最も重要な功績は、社会

権・生存権的な権利を勤労被搾取人民の固有の

権利として制度化せんとし、ドイツ・ヴァイマ

ール憲法に大きな影響を与え、ひいては社会

権・生存権を確たる 20 世紀的な権利――いや

それは 21 世紀的な権利でさえある――として

世界的に普及させる契機となったことである。 

 

(１) ロシア革命とヴァイマール憲法 

 

最初に、少し長いが証言を一つ引こう。証言

者はドイツの現代政治史家である。「自由主義

的ブルジョワジーもまた、いまやドイツの内政

上の改革の時がやってきたと考えるにいたっ

た。というのは、いまや改革を求めるすべての

演説家は、脅迫的にか警告的にかロシアを指摘

したからである。……ロシア革命は、これまで

のドイツで戦争中の３年間にも達成されなか

ったものをもたらした。すなわち、ドイツの編

成替えが突然日程にのぼせられた。」（ローゼン

ベルク 153-5） 

これはかならずしも社会権的権利に関する

言及ではない。だが、ロシア革命が直接・間接

にドイツに影響を与えた事柄があるとすれば、

それは――ボリシェヴィキ化への忌避という

形での自由民主主義体制の選択、男女の普通選

挙制、８時間労働制の採用をのぞけば――何よ
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りもヴァイマール憲法における社会権的条項

の創設であろう。 

その点は、ヴァイマール共和国外相ブロック

ドルフの講和基本方針から、確認できるように

思われる。彼は述べる。「ボリシェヴィキへの対

抗という側面との関連では……さらに積極的

に社会問題の国際的な規制に取り組むことが

必要である」（牧野 106）、と。この関連で、フラ

ンス革命が対比的に論究されているのは印象

的である。すなわち、「フランス革命の衝撃の後

には、政治的自由の問題が講和会議の推進力で

あったように、世界大戦――文脈からすれば、

ここで実質的に意味されているのはロシア革

命であろう（杉田注）――の後の諸国民は、労

働者層の社会的解放の問題に国際的に取り組

まねばならない」、とブロックドルフは論じて

いる（牧野 106）。 

もちろん労働者層の解放問題は、ドイツ左翼

のうちに、19 世紀後半以来のマルクス主義の伝

統として生きており、ヴァイマール共和国政府

の問題提起はそれなりの必然性を有していた

かもしれない（牧野 107 参照）。とはいえ、50 年

にわたる SPD の歴史を見る限り（ローゼンベル

ク参照）、ロシア革命自体の衝撃的な圧力なし

には、かつてのドイツ左翼の議論さえ、決定的

な力にはならなかったのではないか。 

確かに SPD には、エルフルト綱領以来の、い

や実行綱領部分についてはゴータ綱領以来の

伝統がある。そこでは多かれ少なかれ（特に前

者では）、マルクス主義的な要求が採用されて

いた。その事実の重要性は否定できない。そこ

には、（男女の）普通選挙権、人民の直接立法、

８時間労働日、団結権といった「当面の要求」

15 項目が挙げられている（E22-601）。そしてこ

の綱領はその後も（少なくとも 1921 年まで）維

持され、したがって SPD が帝国議会第一党に

躍進した 1912 年になら、あるていどそれら要

求項目の実現可能性が開けた。 

だがそれにもかかわらず SPD は、その時で

さえ特別な努力は払わなかったようである。近

づく帝国主義戦争の予兆（第一次バルカン戦争）

の下で、SPD は第一党でありながら、大局的に

重要なプロレタリア国際主義よりは、政府の国

防法案が自党の一部要求を受け入れたことを

諒として自国防衛路線――「城内平和」路線―

―をとる方向へと、決定的に転換したのである。 

そもそもドイツが当時国民主権の原則をと

っていなかった事実からすれば、当時いかに

SPDが第一党（ただし議会の過半数はもたない）

として他党との連合を模索したとしてもその

実現を果たすことはできなかった、という解釈

は可能である。だが 1890 年、ドイツ帝国議会

が社会主義鎮圧法の延長を拒否することで、同

法は廃棄されている。つまり帝国議会はただの

翼賛機関ではなかった（仲井 5）。とすればむし

ろ SPD のこの動きは、1912 年に急速に明らか

になった SPD の内部事情、つまりその体制内

化（安 218 以下）の結果であると判断せざるを

えない。それほどの体制内化をはからざるをえ

ないほどに、権力集団による SPD に対する圧

力・弾圧は強いものであった（安 223）。何より

SPD が、かつての帝国主義戦争への反対姿勢

（帝国主義戦争への加担以上に労働者・農民を苦

しめる所業はなかろう）さえ投げ捨てて大戦を

支持し、またそうした決定に敵対する急進派す

べてを排除した事実（安 218）に、それは見られ

るであろう。 

 

(２) ヴァイマール憲法と「18 年憲法」等の 

社会権規定 

 

憲法学者・宮沢俊義は、「勤労被搾取人民の権

利宣言」に言及し、「それが、第一次世界戦争後

に開かれたすべての憲法制定会議に対して、国

の社会国家的任務に注意を払わせることに、大

いに貢献したことは、無視されるべきではない」

と記す。そしてここで宮沢が「社会国家的な特

色」をもった憲法の例として典型的だと見なし

たのが、ヴァイマール憲法である（宮沢 30）。 

では、「権利宣言」がめざした社会国家的政策
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はどのような形でヴァイマール憲法に反映さ

れたか。宮沢は同憲法の社会権規定を、条文を

示しつつ具体的に論じている（同前 30 以下）。

特徴的な規定は多いが、特に重要と思われる 11

項目について、「権利宣言」およびこれを含む

「18 年憲法」等と対比させて簡単に論ずる。各

項についてまずヴァイマール憲法の規定を宮

沢に即して紹介し、その後、ダッシュ以下に「権

利宣言」、「18 年憲法」およびボリシェヴィキ「党

綱領改正資料」（以下「資料」, L24-484 以下）そ

の他に言及する。 

１．婚姻・家族および母性は、国の保護を受

ける（119 条）――これは家族法・婚姻法を

通じてある程度実現した。あるいは、具体

的な立法によってというより一定の行政

的な対応を通じて、母性保護が図られた

（→以下の 11）。「資料」では２つの条文で

これが具体化されている。６は、「女性の身

体に有害な部門」での女性の労働や「夜間

作業」は禁止し、また「産前産後８週間」

の出産・育児休暇が有給で与えられ、「無料

の医療扶助」を受けるとされ、７は、女性

の働く工場・企業に「乳幼児のための託児

所と授乳室」を設け、労働日は６時間とす

ると規定する（L24-502~3）。 

２．少年は国の保護を受ける（122 条）――

これも家族法との関連で、また無償教育の

保障（18 年憲法 17 条）を通じて実現した。

「資料」５では、16 歳未満の少年労働を禁

じ、16-20 歳の青年の労働日は４時間とし、

「健康上有害な生産部門や鉱内で夜間働

かせること」も禁じている（L24-502）。 

３．貧者の進学は公費で補助される（146 条

3）――同前。「資料」では労働者保護に先

立つ一般的な勤労者の権利の条文のうち

に、14 として「16 歳未満のすべての子ども

に対する無料の義務的な普通教育と総合

技術教育」の提供が、また 15 として、「す

べての生徒に国家の負担で食事、衣服、学

用品を支給すること」が要求されている

（L24-500）。 

４．人間たるに値する生活（151 条１）――

最も重要なこの種の規定は直接的には見

当たらないが、「権利宣言」における「人間

による人間のあらゆる搾取の廃止、階級へ

の社会の分裂の完全な廃止」自体が、実質

的に「人間たるに値する生活」を担保する

ものと、理解しうるのではないか。 

５．（略） 

６．土地の分配・利用（155 条 1）――「権利

宣言」では「土地の社会化」と勤労者への

土地の無償供与を当然の権利として扱う

（高木 277）。 

７．（略） 

８．社会化に適する私的経済企業を公有に

できる（156 条 1）――「権利宣言」では銀

行の国有化が（高木 278）、「資料」では「銀

行、シンジケート（トラスト）等々の国有

化」が要求されている（L24-501）。 

９．労働力は特別な保護を受ける（157 条）

――「資料」では同種の精神を示して、労

働関係条文の前に、「労働者階級を肉体的

および精神的退化から保護するために」と

して、以上にふれた条文を含む 13 条を掲

げている（L24-502~5）。 

10．団結の自由の保障（159 条）――18 年憲

法第 16 条「団結の自由」（ノ社 54）。 

11．健康・労働能力の維持、母性の保護、老

齢・虚弱・生活転変に備えるために包括的

な保険制度が設けられる（161 条）――「18

年憲法」等ではここまでは保障されるに至

ってはない。ただし社会保障相コロンタイ

は、「戦時共産主義」下の困難な条件下で、

「女性の産前産後の有給休暇、若い母親へ

の手当支給、託児所や養育院の建設など、

母性保護に最大限の努力をはらった」とい

う（大原 155）。これはおそらく法的レベル

の問題ではなく行政的対応の問題である。

これをより一般化し憲法中で権利として

規定しえた事実は、ヴァイマール憲法のよ
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りすぐれた点であろう。だがそもそも、離

婚の自由を法制化すると同時に、経済的な

事情からその自由を行使できない女性が

少なくない事実を踏まえてロシア革命政

府が直ちに子どもの養育費を父に請求す

る権利を認めた事実の意味は大きい（前

述）。これこそ、自由権を実質化する社会権

的な発想である。そしてここには、おのず

から他の弱者に対する社会権的な発想が

潜在しうると言えないだろうか。なお「資

料」は８として「労働のための完全な社会

保険」の整備の必要をあげ、具体的な労働

能力喪失の例として「疾病、災害、廃疾、

老年、職業病、出産、寡婦、孤児、失業そ

の他」があげられていた（L24-503）。ただ

しこれは、「18 年憲法」には具体化されな

かったようである。 

 

（３） 自由権の実質的・具体的な保障 

 

さらに特筆すべきは、「18 年憲法」は一般的

な自由権について、その実現の手段を具体的に

規定し、かつその使用を保障していることであ

る。これも、権利の実質的保障のための努力と

評価できよう（小林 257）。 

例えば表現の自由について、「共和国は……

書物およびその他のあらゆる出版物を出すの

に必要なすべての技術的、物質的手段を、労働

者階級および貧農階級の手にゆだね、これらを

全国に自由に配ることを保障する」（第 26 条）

と、また集会等の自由について、「共和国は、集

会、会合および行進などを自由に行うことを…

…市民の権利として認め、人民集会を行うに便

利なすべての部屋を、設備、照明および暖房と

ともに、労働者階級および貧農の自由な処分に

ゆだねる」（第 27 条）と、規定されている（ノ

社 53-4）。(７) 

近年日本では、現行政府と異なる意見をもっ

た団体による集会・学習等のための会場使用を

役所やホテルが拒むという事例が見られたが、

「18 年憲法」の以上の規定を、それら対応の責

任者に見てもらいたいものである。 

 

６  反戦・平和の思想 

 

 ロシア革命が提示した思想のうち、反戦・平

和の思想もきわめて重要である。反戦・平和思

想の形態は多様であるが、ここでは次のような

思想をさす。 

戦争は国・民族と国・民族との戦いではなく、

「防衛戦争」という名の王朝戦争（専制君主同

士の戦争；背景にはそれぞれの大ブルジョアジー

がいる）であり（M17-6）、近代のそれであれば

「自国防衛」（SPD の場合）という名の下に行わ

れる大ブルジョアジー同士の戦争である。そし

て、前線で戦い命を落とすのは異なる国に属す

るプロレタリアートであり、また戦争の銃後に

あって最も大きな害を被るのは人民の命と財

産である――反戦・平和思想とは、そう主張す

る思想のことである。 

これはすでにマルクスやインターナショナ

ルの文書にも見られるが、この発想を下に大規

模な仕方で民衆を組織したのは、ロシア革命に

結実するボリシェヴィキの運動である。 

ロシアでは 1917 年 2 月に、1904 年の「第一

次ロシア革命」につぐ革命が起きた（２月革命）。

この革命によってツァーリは退位し一定の共

和制的な政治組織が作られたものの、その後も

新政府がドイツ等との戦争の継続を主張した

事実（江口 133, 139）が、次の革命（10 月革命）

の引き金の一つになったことは疑いがない。 

第一次大戦時、ロシアは 1000 万単位の兵士

を動員したというが、隣国ドイツとの戦争に大

義を見出せないばかりか、長引く戦争の現実を

前に兵士が戦意を喪失し、また国民経済は破局

的となり、銃後の国民が極度の食料不足に苦し

む状況下で、反戦・平和を求める大規模なデモ

が、起こるべくして起きた（江口 140）。もちろ

んこれはボリシェヴィキによる指導の結果で

あるとはいえ、ボリシェヴィキの訴えが大衆を
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つかんだのは、その厭戦・反戦の気分が極に達

していたからである。 

レーニンを始めとするボリシェヴィキの指

導者にとっても、無意味な戦争を、そればかり

か階級的な観点からすればプロレタリアート

同士が無慈悲にも戦い殺し合う理不尽な戦争

を、一刻も早く終わらせなければならなかった。

第一次大戦は略奪戦争であり、帝国主義戦争で

あり、レーニンの言葉を借りれば「資本家の獲

物をめぐる資本主義諸国（……）のグループ間

の戦争」（L24-17）である。「勤労被搾取人民の

権利の宣言」に結実する思想を有した、レーニ

ン率いるボリシェヴィキが、非人間的な搾取を

超えた最も凄惨な搾取である、こうした戦争で

の犠牲を避けるべきだと考えるのは、けだし当

然である。 

終戦・平和への希求が、革命に結びついたと

いう点――もちろん「現在の帝国主義戦争を内

乱に転化せよ」（L21-20）というボリシェヴィキ

のスローガンと運動があったとはいえ――は、

少なくない著者・研究者によって指摘されてい

る。ノンフィクション作家・広瀬隆は、「ロシア

革命の本質は、ロシアの民衆と兵士が手を組ん

で、残忍な戦争を終わらせようと決意したとこ

ろにあった」（広瀬 251）、と記す。先のローゼン

ベルクは、「ロシアの労働者、農民および兵士の

平和への意思は、政治的抑圧にたいする不満と

結びついた」（ローゼンベルク 152）、と。またロ

シア史家・和田春樹も、同じ視点から 10 月革

命の発生を説明している（和田 41-2）。 

以上との関連で言えば、ロシア革命政府が 10

月革命直後に、無併合・無賠償の講和原則を改

めて提示するとともに、秘密条約の破棄を主張

し（高木 278）、「旧帝政政府、臨時政府の秘密条

約を公表、その無効を声明」した（江口 153）事

実も重要である。秘密外交の廃止は「14 か条」

の第 1 条にも盛り込まれたが、これは平和構築

のための不可欠の原則であろう。 

かつてカントは『永久平和論』の中で、「将来

戦争を起こす材料を秘かに留保して」なされる

平和条約締結に反対したが（カント 13）、秘密

条約は多かれ少なかれ将来の戦争あるいは他

国・民族支配のためのテコとなる。1916 年のサ

イクス・ピコ協定などは、その典型であろう。

ロシア革命政府が、これを含む秘密条約の弊害

を公然と主張した事実の意義は大きい。 

 

７ （半）封建的土地所有に与えた影響 

 

1917 年 11 月、「10 月革命」の成功後に第２

回全ロシア・ソヴィエト大会は上述の「平和に

関する布告」と同時に「土地に関する布告」を

出した。 

一般に、ヨーロッパでは中世期から「ゲルマ

ン的」（封建的）土地所有が成立していたが、そ

の特質は領主制である。すなわち、「土地支配を

通じての領主による農民支配の形態」がそれで

ある（坂井 143）。地域によっては、家長権に服

する奴隷的な身分が、固有の土地を与えられて

「農奴」身分に上昇する場合があったとはいえ

（大塚 90）、ロシアの「農奴制」にあっては農奴

に対する束縛力は異常に強く、農奴はむしろ大

塚が言う「奴隷的な身分」であったと言わなけ

ればならない。農奴は領主の生きた財産にすぎ

ず、その生殺与奪の権は領主に握られているの

が現実であった。しかも本来農奴は土地ととも

に領主の所有に帰すが、18 世紀ロシアでは土地

とさえ引き離されて自由に売買されるほどだ

ったという（松田 76-7）。 

なるほどロシアでも、19 世紀に数次にわたる

農民改革が実施され、そのうち 1861 年のそれ

は特に「農奴解放」として知られている。だが、

農奴制は実質的に温存された。有利な仕方で土

地を得た者もいたが、伝統的に封建的権利を有

するはずの共有地を奪われて、「解放」前よりも

かえって苛酷な状況に落ち込んだ農奴も少な

くなかったという（松田 50-1）。つまり共有地を

地主に奪われた結果、「不足の土地を小作地に

よって補足しなければならない彼らの多くは、

自らの農具を利用して地主の土地を耕作しな
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ければならなくなった」のである（湯浅 156）。

日本の「小繋事件」でもそうだが、従来、一定

の規則の下に自由に使えた共有地（森林・牧草

地）が奪われた事実は、農民にとって決定的な

痛手となった。 

レーニンはすでに 1903 年、貧農のうちにプ

ロレタリアートの同盟者を見出していた（L6- 

373）。農民改革の眼目を当初は共有地返還の問

題を収斂させていたが、1906 年には地主の土地

自体の没収を主張するにいたり（L10-26; 

その手段は土地の国有化である）、そしてそれが

1906 年のロシア社会民主労働党第 4 回大会で

綱領として提案されることになる（L10-172, 

L13-255）。これは 1917 年の「４月テーゼ」に受

け継がれ（L24-5）、前記の「土地についての布

告」（1917 年）に結実する。(８) 

さて、ロシア革命政府が農地の根本的な改革

にみずから着手したという事実は、未曽有ので

きごとである。これはもちろん、デカブリスト

を含むインテリゲンチァ、社会改革家、そして

農民自身の長年にわたる運動の結果である。農

民はしばしば反乱を起こし、土地を奪取し、

1905 年の第一次ロシア革命以降は、労働者・兵

士ソヴィエト（会議・評議会）と同様に農民ソ

ヴィエトを各地に組織していた（カー2-5）。そ

れらの運動が、「４月テーゼ」や「土地に関する

布告」に結実するのである。 

では、これらの革命的な動きは、世界の他の

国々にどのように波及したか。管見では、プロ

パガンダに不慣れな革命政府の下で、また各列

強による革命政府転覆のための軍事介入が引

き続く状況下で、ロシアの方向は直ちに世界各

地に影響を与えたとはおそらく言えない。だが

どの国の政府も、ロシア同様の国有化は拒否し

たとしても、一定の土地改革の（さらなる）不

可避性を理解したに違いない。それは例えば、

ヴァイマール憲法の第 155 条（土地条項）に見

ることができる（高木 212）。前記のように、ド

イツ帝国議会第一党となった時期でさえ SPD

が土地改革――エルフルト綱領を見る限り、こ

れは SPD にとって最も重要な改革事項だった

はずである（E22-599）――に手を付けずにいた

点を踏まえると、そう判断せざるをえない。 

もちろん、特に従属国にあっては、実際の改

革のためには、その後の新たな帝国主義的策動

に対するたゆみない戦いの期間を要した、とい

うのが現実であろう。第二次大戦後でさえ、一

般に発展途上国では、土地の不均等所有（無所

有者も膨大な数にのぼる）が、基本的な社会経済

的格差を作る主要要因になっている。今日でも

そうである。例えばこの 30 年、中南米ではア

メリカの影響を脱しようとする動きが見られ

るが、左派政権が先住民を主たる対象とする土

地改革を試みている（伊藤 32, 104, 175）。そして

そのモデルは、良かれ悪しかれロシア革命の影

響を受けた諸国なのである（ゲバラ 43; ジョー

ジ 312 参照）。 

この辺の事情を明確に論じたのは、メキシコ

の漫画家リウスである。彼は、この何年か食糧

生産のスピードは人口増加を上まわっている

のに、なぜ餓死者や飢えで苦しむ人が世界各地

にいるのかと問うて、こう記している。「土地が

農民のものではなく、大地主のものだからだ」

（リウス 14, 19）、と。そしてこれに前後して、

リウスは「社会主義」国での土地改革について

言及する（同前 16-8）。基本的人権としての自由

の抑圧と共産党の一党独裁とにより瓦解した

とはいえ、各社会主義国（人民共和国）が、そ

の憲法において土地所有のあり方に関する厳

密な規定を置いていた事実（高木 238, 301 等）

は、現在においてさえ小さくない影響力をもっ

ていると言えよう。 

 

まとめにかえて 

以上、ロシア革命が有した世界史的な意義に

関して私見を論じた。一般の論考・メディアで

はロシア革命を「社会主義革命」として論ずる

傾向が高いが、拙稿の観点からもその意義が問

われるよう、期待する。 
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注 

(１)  その後、100 年の歴史は「搾取」の実質的

な意味を大幅に変える重みをもった。そうし

た歴史的時点から一定の制約を「宣言」に見る

ことは、もちろん正当である。 

(２)  本来、ILO 創設を決めたヴェルサイユ条約

の発効は 1920 年初頭である。にもかかわらず

ILO はすでに 1919 年中に動き出して、条約締

結にまでこぎつけている。 

(３)  それにもかかわらず、大戦終結後、民族自

決がもっぱらウィルソンの名とともに語られ

る傾向が生まれたのは、なぜなのか。朝鮮史

家・小野容照は朝鮮での独立運動を論じつつ、

アメリカにとっては各種メディアを駆使した

宣伝が可能だったこと、そしてそれ以上に、ロ

シア革命政府が 1919 年の「パリ講和会議」に

参加しなかったことが大きかったのではない

かと論じている（小野 139-40）。 

(４)  ただし、例えばウクライナ独立に対して

革命政府が介入した事実は、いかにその背後

にドイツや「白軍」がいたとはいえ、単純にこ

の宣言を評価するのを躊躇させるものがある。

特にレーニンがウクライナの独立の権利をは

っきりと擁護していた（L20-441）だけに、な

おさらである。この問題をどう考えたらよい

のか。「ヨーロッパ革命」の成功つまり国際主

義の勝利までの一時的な、しかし不可欠の留

保だったと評価すべきなのだろうか（デーヴ

ィス 323, 355）。 

(５) 「18 年憲法」で参政権を保障された女性は、

「生産的労働および社会的に有用な労働によ

って生活手段を得ている」あるいは「生産的労

働が十分に営まれることを保障する家事労働

に従事している」女性という条件（ノ社 74）

が付されていた事実は、踏まえておかなけれ

ばならない（前述）。 

(６)  公平を期して記せば、レーニンが K.ツェ

トゥキンに対して、「わたしたち男性は、封建

的な『主人』の観念を徹底的に清算しなければ

ならない」と述べた事実（大原 151）は、家事

労働を女性固有の役割と見なす社会意識に疑

問を呈したものと、ひいては男性の家事への

参入の必要を述べたものと、解釈することも

可能かもしれない。 

(７)  ただし限界もあることは指摘しなければ

ならない。言論等の自由はあくまで「ソビエト

国家の利益を守り、その権威を促進する」とい

う市民の義務（杉原 27）に依存させられてい

た。そして「ソビエト国家の利益」の解釈権を

共産党の官僚組織が握るかぎり、労働者の権

利も容易に剥奪されうる。 

(８) 総じて土地制度は「古い政治的支配体制と

緊密に結びついて、尋常の手段では……変革

することができない」（角山 168）。日本でも同

様であった。戦後にそれが一挙に可能となっ

たのは、けっきょく GHQ の確たる方針があっ

たからである。だがこれによっても根本的な

解決はもたらされなかった。「小繋事件」の第

２次、３次訴訟は「戦後」に提起されたのであ

る。 
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